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Geek Street
参加企業募集

As of April 4, 2024 



※出展企業：アニメを扱う配信会社やア
ニメスタジオ、フィギュア・トイ会社、
漫画出版会社の大型出展やグッズ制作
会社の物販、クリエイターの個別小売
り（アパレル、文具、アート作品、コ
スプレ商品等）の物販ブース、アニメ
作品関連ゲーム会社の宣伝用ブース。
車や展示メインのエリア（エンターテ
インメント・ホール）に加えゲームエ
リアも展開。

※なお、24年の出展ブース枠は既にソー
ルドアウトで、Waiting List待ち

❑ 1992年からカリフォルニア州で開催されている北米最大級のアニメ・日本のポップカルチャーイベント(B to C) 。全米エン
タテ―メント系見本市イベントとしても、サンディエゴのコミコンと並び北米最大級。

❑ アニメ・漫画ファン・コスプレーヤーから業界関係者までが一堂に会し、出展企業はこの機会に新情報解禁やプレミア（23
年は映画「スラムダンク」が北米プレミア）・レアグッズの販売を提供、趣向を凝らしたブース展開に鎬を削る。

❑ イベントではアニメの新作発表会や有名作品の声優、アニメーター、監督のサイン会、そしてアニメソング歌手のパフォー
マンスに加え来場者運営のコミュニティイベント（コスプレワークショップやパネル）も開催される。

Anime Expo  

イベント概要



Geek Street

◼参加社数：10-15社程度

◼募集〆切：4/12 (金）17:00

◼ JETROサポート：

【A. Shopping Avenue】（ブース出展）

• 出展費（展示用テーブル、デモスペースを提供、ブース装飾含む）※WIFIは有料

【B. Show-up!】（ステージ出展）

• Pavilion内ステージ利用費（一定期間のみ）※WIFIも含む

【A.B. 共通】

• 出展者用バッジ※各社2名分（追加バッジが必要な場合は、一般入場チケットの
ご購入とさせていただきます）

• 各種ジェトロが行う広報・プロモーション

◼参加者負担（各社に負担・手配いただくもの）

• イベント参加のための渡航費・滞在費・通信費等
• 各社展示・配布物、販売物の現地までの輸送費（通関・輸送費、輸入税、輸送

保険料等）、在庫管理/保管費 等
• 追加備品（電源、Wi-Fi利用料、バッジリーダー等）※負担額は5月中に決定予定

• その他「JETROサポート」以外のすべての費用

（Japan Pavilionの位置）

Main Hallの正面入口に “Geek Street” ブースを設置！

ブースエリア正面入り口中央という好立地

北米最大のアニメ＆ジャパニーズ・ポップカルチャーEXPOでの
ブースを一緒に盛り上げてくれる参加者を募集します！



Geek Street

展示コンセプト

Geek Up

ブース・コンセプト案 : Geek Street1. バーチャル系Geek-up
VR、ボイスチェンジャーなどバーチャルになりたい自
分に変われるグッズ・サービスの展示・販売

2. リアル系Geek-up
コスプレ、メイクアップ、ネイルなどリアルになりた
い自分に変われるグッズ・サービスの展示・販売

3. ライフスタイル系Geek-up
文房具、家事グッズ、その他持っていたらテンション
が上がるグッズ・サービスの展示・販売

4. City-to-Con Performance
Vtuber、 VRゲームデモ、Artist、コスプレイヤー等によ
るデモ/ショー

5. Street Showcase 
その他パビリオン内ステージでの関連出し物

下記５つのテーマに沿ったグッズ・サービスの展示・販売を募集！

Shopping Avenue（体験型サービスやグッズを販売）

Show-up!（ブース内のミニステージでショウを提供）

Concept：「Geek Street」
好きなものを手に入れてオタク度アップデート

好きな自分になれる、生まれ変われる

※パースデザイン等は企画中につき実際の制作物とは異なる可能性がございます。



“Geek Street” ブースのテーマに沿ったサービス・製品を有し、日本のポップカルチャー発信に寄与すると
考えられる参加企業（コラボレーター）を、選考のうえ採択いたします。また応募の際には下記の条件を
満たしていることが必須となります。

• 1年以内に米国で販売可能となる見込みのある製品・サービスであること（ただし、即売できる製品・サー
ビスを優先します）。

• 原則として、会場で販売・引き渡し可能な製品・サービスであること（Shop Stage）。
• 会期の全日程で会場の自社ブースに1名以上常駐者を設置できること。また準備日も必要に応じて対応
できる体制を構築できること。

• 本事業参加後も海外からの引き合いに対応可能な担当者がいること。
• ジェトロが求める各種データベースへの情報の登録、成果把握の為に行うアンケート等に協力すること。
• 以下のいずれも満たすこと。

①訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。
②応募者および所属機関の役員が、暴力団等の反社会的 勢力でないこと、反社会的勢力との関係を有しないこ
と、および、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていないこと。
③公序良俗に問題のある事業に係る応募でないこと。
④公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業（風俗営業等の規制及び業務の適正
化に関する法律（昭和23年法律第121号)第2条に規定する風俗営業等）に係る応募でないこと。

Geek Street

採択条件



Geek Street

応募方法

https://forms.office.com/r/L32adEtnDW

下記リンクまたはQRコードよりアクセス
していただき、各項目にお答えください。

ご質問などございましたら、ジェトロ・ロサンゼルス事務所
担当：津脇、仲野 までご連絡ください。
Email: lag-ent@jetro.go.jp

https://forms.office.com/r/L32adEtnDW
mailto:lag-techteam@jetro.go.jp


• 本案内に定めのない事項は、ジェトロがその対応を決定します。政府の方針等により内容が変更される可能性がある旨、ご了承ください。
• ご提出いただいた情報は、本事業運営のために利用するとともに、ジェトロ内のデータベースに登録し、関連事業からの連絡のために利用します。また、本事業

に関するプレスリリース、ジェトロホームページ等において、企業情報や出品物の情報等を公開する場合がございます。あらかじめご了承ください。
• 本事業に関する映像、画像、テキスト、音声若しくは関連資料等のコンテンツの全部又は一部（以下「本コンテンツ」といいます。）に関する著作権は、ジェト

ロ、その他の著作権者（以下「著作権者」といいます。）に帰属します。
• 著作権者の書面又は電磁的方法による承諾を得ずに、本コンテンツの複製（録画、録音のほか、静止画でのキャプチャ取得等を含みますが、これに限られません。

以下同じ。）、上映、公衆送信（送信可能化を含みますがこれに限られません。以下同じ。）、展示、頒布、譲渡、貸与、翻案、翻訳、二次的利用等をしてはい
けません。万一、これに違反した場合には、直ちにサービスの全部又は一部の提供を中止させていただきます。

• 本コンテンツを、ジェトロの承諾を得ずに、複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸与、翻案、翻訳、二次的利用等することは、著作権を侵害する行為で
あり、その利用者は、刑事責任を問われる可能性があります。また、これらの行為は、商談相手等のプライバシー権、肖像権等を侵害する行為でもあります。

• 本案内の記載に反する行為があった場合や申し込みフォームに虚偽の記載をした場合には、申し込みを無効とし出品をお断りすることがあります。また、今後
ジェトロが実施する事業の選考において不利となることがあります。

• 申し込みフォームの記載内容に変更がある場合、ジェトロにお知らせください。なお、申し込締切日を過ぎてから内容を変更される場合、その内容によっては変
更に応じられないことがあります。

• 出品募集締め切り後であっても、現地規制の変更によって出品ができなくなることがあります。
• 相応の理由なしに出品をキャンセルされた場合やアンケート等へご協力いただけない場合には、今後ジェトロが実施する事業の選考において不利となることがあ

ります。
• 会場全体の基本構成、出品位置等はジェトロが決定します。ご希望に沿えないことがありますので、ご了承ください。
• 出品する権利を転貸、売買、交換、譲渡することはできません。
• 外国為替および外国貿易法などの国内法令に定めのあるものの出品については、出品者の責任において事前に必要な許可等を取得してください。 14. 商品サンプ

ルは法令に照らして適法に輸送して下さい。違反した場合には、今回又は今後の出品をお断りすることがあります。
• ジェトロは、本事業の成果（お客様に関する成果を含みます。）又は本コンテンツの全部若しくは一部を、その裁量により公表する場合があります。お客様は、

これを承諾し、これに関して何らの人格権も行使しないものとします。
• 見本市主催者の指定業者を装う者から出品者に対して、広告や宿泊手配等の勧誘が報告されています。詐欺的商法の可能性があるため、十分にご注意ください。

また、このような勧誘を受けた場合には、ジェトロにご報告ください。
• 本事業の運営及び参加についての法律関係及び派生する権利義務は、日本国の法律に準拠します。
• 本事業の運営及び参加についての法律関係及び派生する権利義務については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第１審の合意管轄裁判所とします。

Geek Street

留意事項
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